フラット３５Ｓについて
１  新たなフラット３５Ｓの金利引き下げプラン
　フラット３５Ｓの名称
	性 能
	名 称

	省エネルギー性に優れた住宅
	フラット３５Ｓエコ

	耐震性・バリアフリー性などに優れた住宅
	フラット３５Ｓベーシック


＋  
	金利引き下げ期間
	名 称

	２０年間
	金利Ａプラン

	１０年間
	金利Ｂプラン


  フラット３５Ｓの金利引き下げ幅
	建設（購入）場所
	プランの名称
	金利引き下げ幅

	　被災地以外
	フラット３５Ｓエコ（金利Ａプラン）
	当初５年間  年▲０．７％
６年目以降２０年目まで 年▲０．３％

	
	フラット３５Ｓエコ（金利Ｂプラン）
	当初５年間  年▲０．７％
６年目以降１０年目まで 年▲０．３％

	
	フラット３５Ｓベーシック（金利Ａプラン）
	当初２０年間 年▲０．３％

	
	フラット３５Ｓベーシック（金利Ｂプラン）
	当初１０年間 年▲０．３％


 　  ※ フラット３５Ｓエコは、平成２４年１０月３１日までのお申込み分に、フラット３５Ｓベーシックは平成２４年           ３月３１日までのお申込み分に適用されます。
       （予算金額に達する見込みとなった場合は、受付が終了となります。）
　  ※ フラット３５Ｓをご利用いただくには、フラット３５の技術基準に加えて、フラット３５Ｓの技術基準に適合する         ことを証明するために、検査機関による物件検査を受けていただき、適合証明書が交付される必要があります。
 　 ※ 詳しくは、こちらをクリックして住宅金融支援機構のホームページをご覧ください。
 　申請内容の確認のお願い
 　　物件検査の申請内容により融資条件等が異なりますので、当協会に設計検査申請される前に、申請内容をご確認下さるようお願いします。
　　 なお、参考までに【フラット３５】Ｓの適用に関する確認書を添付しますので、申請内容を確認されるときにご利用ください。
　　　【フラット３５】Ｓの適用に関する確認書（新築住宅）
　　　【フラット３５】Ｓの適用に関する確認書（中古住宅）


２　タイプ別の住宅の条件
   　フラット35の技術基準に加えて、住宅のタイプ別の条件を満たすことが必要です。
　（１） 【フラット３５】Ｓ
　　　次のいずれか１つ以上の基準を満たす住宅であるのが条件です。
	 耐震性
	 ○耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）２以上の住宅
  or
 ○免震建築物（※１）

	 耐久性・可変性
	 ○劣化対策等級３、かつ、維持管理対策等級２以上の住宅
  （共同住宅等については、一定の更新対策（※２）が必要になります。）

	 バリアフリー性
	 ○高齢者等配慮対策等級３以上の住宅

	 省エネルギー性
	 ○省エネルギー対策等級４の住宅


       （注）各基準の等級は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく住宅性能表示制度の性能等級等と同じです。
     　※１ 免震建築物とは、住宅性能表示制度の評価方法基準１－３に適合しているものが対象です。
　     ※２ 一定の更新対策とは、躯体天井高さが2.5ｍ以上確保され、かつ、間取り変更の障害となる壁又は柱がないことです。
　　　中古住宅の場合、次の基準に適合することが必要です。
	 耐震性
	 次の ⑴ から ⑶ のいずれかに適合するものとします。
 ⑴ 新築時に前表の新築住宅の基準に適合していることを示す適合証明書又は建    設住宅性能評価書を取得していることとします。また、基準に関する部分につい    て、新築時の建設された状態から変更がないこととします。
 ⑵ 既存住宅の建設住宅性能評価書（耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）２以上     又は性能評価における免震住宅の基準に適合していることを示すもの）を取得     していることとします。また、基準に関する部分について、評価時から変更がな     いこととします。
 ⑶ 前表の新築住宅の基準に適合し、所定の劣化事象等がみとめられないことと      します。

	 耐久性・可変性
	 新築時に前表の新築住宅の基準に適合していることを示す適合証明書又は建設  住宅性能 評価書を取得していることとします。また、基準に関する部分について、  新築時の建設された状態から変更がないこととします。

	 バリアフリー性
	 次の ⑴ から ⑶ のいずれかに適合するものとします。
 ⑴ 新築時に前表の新築住宅の基準に適合していることを示す適合証明書又は建    設住宅性能評価書を取得していることとします。また、基準に関する部分につ      いて、新築時の建設された状態から変更がないこととします。
 ⑵ 既存住宅の建設住宅性能評価書（高齢者等配慮対策等級３以上であることを     示すもの）を取得していることとします。また、基準に関する部分について、評価    時から変更がないこととします。
 ⑶ 前表の新築住宅の基準に適合し、手すり等の基準の対象となる部分が使用上     支障がないものとします。

	 省エネルギー性
	 新築時に前表の新築住宅の基準に適合していることを示す適合証明書又は建設  住宅性能評 価書を取得していることとします。また、基準に関する部分について、  新築時の建設された状 態から変更がないこととします。


  （２） 【フラット３５】Ｓ（中古タイプ）

     中古住宅特有の基準で、次のいずれか１つ以上の基準を満たす住宅であるのが条件です。

	 バリアフリー性
	 ○ 浴室（少なくとも１箇所以上）及び階段（少なくとも片側）に手すりが設置された      住宅
   or
 ○ 住宅内の床のうち、次のア～エに掲げる部分の床及びそれらをつなぐ廊下の部    分は、段差のない構造（※３）としているもの
 　ア 高齢者等の寝室のある階のすべての居室
 　イ 便所、浴室（出入口の部分を除きます）、洗面所及び脱衣室
 　ウ 玄関 （土間の部分を除きます）
 　エ 高齢者等の寝室が接地階以外の階に存する場合の該当階のバルコニー
     （出入口の部分を除きます）

	 省エネルギー性
	 ○ 二重サッシ又は複層ガラスを使用した住宅（便所、浴室、脱衣室及び洗面所の     窓、天窓、ル   ーバー窓、玄関等のドアのガラス部分は除きます）
  or
 ○ 新築時に、省エネルギー対策等級２と同等以上の断熱材が施工されていること    が確認できる次のアからウのいずれかの住宅で、住宅の断熱構造について新     築時から変更のないものとします。
 　ア 建設住宅性能評価書の交付を受けた住宅（省エネルギー対策等級２以上）
 　イ フラット35を利用して建設（新築住宅の購入を含む）された住宅
 　ウ 中古マンションらくらくフラット35のうち、フラット35S（中古タイプ）として登録さ       れた住宅（※４）


      　※３ 段差が介助用車いすの移動の妨げとならない位置に設けられているなど、300㎜以上450㎜以下の段差な                らば、段差のない構造とみなされる場合がありますので、住宅部までご相談ください。
　      ※４  「中古マンションらくらくフラット35」では、フラット35S（中古タイプ）への適合が確認された中古マンションを                 検索することができます。詳しくはフラット35サイトをご覧ください。
  （３） 【フラット３５】Ｓ（20年金利引下げタイプ）
　　　次のいずれか１つ以上の基準を満たす住宅であるのが条件です。

	 耐震性
	 ○ 耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）３の住宅

	 耐久性・可変性
	 ○ 長期優良住宅（※５）

	 バリアフリー性
	 ○ 高齢者等配慮対策等級４以上の住宅 （共同住宅の専用部分は等級３でも可）

	 省エネルギー性
 （一戸建てに限る）
	 ○  「エネルギーの使用の合理化に関する法律」に基づく「住宅事業建築主の判断    の基準」に適合する住宅（※６）


       （注） ⑴ 及び ⑶ の技術基準は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく住宅性能表示制度の性能等級             等と同じです。
　     ※５ 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき「長期優良住宅」の認定を受けた住宅です。
　     ※６　トップランナー基準による「エコポイント対象住宅証明書」又は「住宅事業建築主基準にかかる適合証（住宅省               エネラベル適合証）」の交付を受けた住宅です。
中古住宅の場合、次の基準に適合することが必要です。

	 耐震性
	 次の⑴から⑶のいずれかに適合するものとします。
 ⑴ 新築時に前表の新築住宅の基準に適合していることを示す適合証明書又は建    設住宅性能評価書を取得していることとします。また、基準に関する部分につい    て、新築時の建設された状態から変更がないこととします。
 ⑵ 既存住宅の建設住宅性能評価書（耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）３に適      合していることを示すもの）を取得していることとします。また、基準に関する部     分について、評価時から変更がないこととします。
 ⑶ 前表の新築住宅の基準に適合していることが図面等により確認でき、所定の劣    化事象等がみとめられないこととします。

	 耐久性・可変性
	 新築時において、長期優良住宅法第7条の規定により認定の通知を受けた長期優  良住宅建築等計画に基づき建築が行われた住宅であり、かつ、基準に関する部分 について、新築時の建設された状態から変更がないこととします。

	バリアフリー性
	 次の ⑴ から ⑶ のいずれかに適合するものとします。
(1) 新築時に前表の新築住宅の基準に適合していることを示す適合証明書又は建設住宅性能評価書を取得していることとします。また、基準に関する部分につ いて、新築時の建設された状態から変更がないこととします。
 ⑵ 所定の等級を満たす既存住宅の建設住宅性能評価書を取得していることとし      ます。また、基準に関する部分について、評価時から変更がないこととします。
 ⑶ 前表の新築住宅の基準に適合し、手すり等の基準の対象となる部分が使用上     支障がないものとします。

	省エネルギー性
	 新築時において「住宅事業建築主の判断の基準」に適合していることを示す登録建 築物調査機関が証した書類が交付された住宅又は登録住宅性能評価機関が証し  たエコポイント対象住宅証明書（エコポイント対象住宅判定基準が「住宅事業建築  主の判断の基準」に該当する場合に限ります。）が交付された住宅であり、かつ、新 築時の建設された状態から変更がない こととします。


３　フラット35Sと住宅エコポイントとの関係
　  新築住宅のエコポイントを取得するためには、次のいずれかの証明書等を取得することが必要ですが、エコ     ポイントについても対象となる住宅が平成23年７月31日までに工事に着手したものと、当初予定より５か月間    短縮されていますので、ご注意ください。
     住宅エコポイント交換時　提出書類例
	確　認　書　類
	当協会で発行できるもの

	設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書
	○

	長期優良住宅建築等計画認定通知書
	（所管行政庁になります）

	長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査適合証
	○

	住宅事業建築主基準に係る適合証（住宅省エネラベル適合証）
	○

	エコポイント対象住宅証明書
	○

	【フラット３５】S　適合証明書 （省エネルギー性に該当するもの）
	○
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